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※ 本資料は令和6年3月5日及び令和8年3月5日に厚生労働省より発出された通
知・診療報酬改定等の概要資料に基づき作成しております。

※ 「在宅医療情報連携加算」については、算定要件・施設基準等を満たす形で
ふくいみまもりSNSをご利用いただくことにより、算定可能であるものと考
えています。

※なお、今後の新たな通知や疑義解釈等で変更になる可能性があること、およ
び算定を確約するものではないことをご了承ください。

※算定要件や施設基準を満たすか否か等、ご判断に迷われる際は近畿厚生局へ
お問い合わせ願います。
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ふくいみまもりSNSとは
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ふくいみまもりSNSとは
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令和６年度「在宅医療情報連携加算」新設時の概要
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令和６年度「在宅医療情報連携加算」新設時概要
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令和８年度「在宅医療情報連携加算」見直し概要
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算定要件について

【算定要件】
ア～カのすべてを満たす必要があります。

ア 以下について、患者の同意を得ていること。
（イ）当該保険医療機関の医師が、医療関係職種等によりICTを用いて記録され

た患者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、計画的な医学
管理を行うこと。

（ロ）医師が診療を行った際の診療情報等についてICTを用いて記録し、医療関
係職種等に共有すること。

イ 訪問診療を行った日に当該保険医療機関の職員が、次回の訪問診療の予定日
及び当該患者の治療方針の変更の有無について、ICTを用いて医療関係職種
等に共有できるように記録すること。また、当該患者の治療方針に変更が
あった場合には、医師がその変更の概要について同様に記録すること。

ウ 訪問診療を行った日に医師が、患者の医療・ケアを行う際の留意点を医療関
係職種等に共有することが必要と判断した場合において、当該留意点をICT
を用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。 8



算定要件について

エ 当該保険医療機関の患者の医療・ケアに関わる者が、患者の人生の最終段階
における医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望を患者又
はその家族等から取得した場合に、患者又はその家族等の同意を得た上で
ICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。なお、医療
関係職種等が当該情報を取得した場合も同様に記録することを促すよう努め
ること。

カ 医療関係職種等から患者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあっ
た場合は、適切に対応すること。

オ 訪問診療を行う場合に、過去90 日以内に記録された患者の医療・ケアに関す
る情報(当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療
機関等が記録した情報を除く。)をICTを用いて取得した数が１つ以上である
こと。なお、当該情報は当該保険医療機関において常に確認できる状態であ
ること。
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施設基準について

（１）在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、在宅医療情報連携
加算又は在宅歯科医療情報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他
の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型
サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障
害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業
者等（以下「連携機関」という。）とICT を用いて共有し、当該情報につ
いて常に確認できる体制を有している保険医療機関であること。
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施設基準について

（２）(１)の体制は、以下の全ての要件を満たすものであること。
ア 記録された患者の診療情報等については、連携機関間の協議に基づき、一元

的に管理されたサーバーで保管されていること。
イ 診療情報等の共有について、患者、その家族又は連携機関（以下「参加者」

という。）のうち、患者が同意した者のみにおいて、保管された当該情報の
共有がICTを用いて行われるものであること。

ウ 参加者の範囲を随時設定することが可能であること。なお、情報の内容に応
じて、参加者のうち情報共有される者の範囲を任意に設定できるICTを用い
ることが望ましい。

エ 参加者が、保管された当該情報について、常時、閲覧・取得を行うことが可
能であること。なお、保管された当該情報が、患者ごとに、時系列で速やか
に表示されるICTを用いること。

オ 参加者が、常時、必要な診療情報等を共有できること。なお、文字情報の共
有だけではなく、画像・映像の共有等の機能を有するICTを用いることが望
ましい。

カ 体制の整備にあたっては、一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評
価協会(HISPRO)が公表している「医療情報連携において、SNSを利用する際
に気を付けるべき事項」におけるプライベートSNSに係る事項を参考とする
こと。

キ 安全な通信環境を確保するために、厚生労働省の定める「医療情報システム
の安全管理に関するガイドライン」を参考とすること。

⇒ふくいみまもりSNSは上記の要件に対応しています！！！ 11



施設基準について

（３）当該医療機関と患者の診療情報等を共有している連携機関（特別の関係に
あるものを除く。）の数が５以上であること。

（４）地域において、連携機関以外の保険医療機関等が、当該ICTを用いた情報
を共有する連携体制への参加を希望した場合には、当該体制を運営する関
係者の間で定めた取り決めに基づき、連携体制を構築すること。なお、連
携体制が煩雑なものとならないよう、地域で同一の連携体制を構築するこ
とが望ましい。

（５）(１)に規定する連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有
している実績のある連携機関の名称等について、当該保険医療機関の見や
すい場所に掲示していること。

（６）(４)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではな
いこと。

⇒PowerPoint形式のデータを本SNSのサイトに掲載しています。必要に応じてご
活用ください。
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施設基準の届出様式（記載例）について
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・加算を算定する場合には、近畿厚生局への届出が必要となります。
・近畿厚生局への施設基準等の届出については、正本を1通、できる限り「郵送」も
しくは「電子申請」による提出にてお願いします。
※詳細は近畿厚生局のホームページにてご確認のほどお願いいたします。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/kaitei_r08t.html

ICT連携で実績のある施設
を5施設以上記載

院内掲示と同様の内容が
掲載されているウェブサ
イトのURLを記入します

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/kaitei_r08t.html


在宅診療のご案内（院内掲示例やホームページ掲載例）

令和○年○⽉ 院⻑

◇当院では訪問診療においてICTを活用しています。

患者様の同意のもと、治療やケアに必要な情報を連携先と常時共有できる体制を整えており、「在宅医療
情報連携加算」の届出を行っています。

【主な連携機関（令和 年 月現在）】
◯◯病院 ◯◯歯科クリニック 〇〇薬局 ◯◯訪問看護ステーション ◯◯訪問看護ステーション
◯◯居宅介護支援事業所 ◯◯訪問介護事業所

◇ふくいみまもりSNSとは？

ICTを活用して、医療介護に関わる多職種間の情報共有を進め、連携を深めることを目的に患者・家族参
加型「医療・介護連携専用ネットワーク」です。

※ふくいみまもりSNSは、厚生労働省の定めるガイドラインに準拠したセキュリティ対策を講じて運用
しています。

ふくいみまもりSNSについての詳細はこちらのQRコードから参照できます⇒

https://www.fukui.med.or.jp/fukuimedical-net/sns/index.html

ICTによる連携体制を構築している
こと及び実際に患者情報をICTで共
有実績のある連携機関の名称等を
５施設以上掲示
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訪問看護ステーションの場合は、訪
問看護医療情報連携加算に置き換え
てください。



まとめ

患者・家族参加型「医療・介護連携専用ネットワーク」として、“ふく
いみまもりSNS”を活用し、医療介護に係る多職種間の情報共有を図るこ
とで在宅医療等の充実に繋がればと考えています。
なお、訪問看護ステーションにおいても令和８年度診療報酬改定にて

「訪問看護医療情連携加算」が新設されました。

●ふくいみまもりSNS ホームページ
https://www.fukui.med.or.jp/fukuimedical-net/sns/

●【様式５】「ふくいみまもりSNS」における個人情報使用説明書・同意書
https://www.fukui.med.or.jp/fukuimedical-net/sns/service2.html

●施設基準届出様式（記載例）／掲示用掲載例
https://www.fukui.med.or.jp/fukuimedical-net/sns/kasan.html 15
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